
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１章 総 論 



1－2 
 

 

第１章 総 論 

第１節 総 説 
 
 
１．目的 

この基準は、小野市下水道条例第６条排水設備の工事の設計及び施行についての技
術上の基準を示すと共に、これら工事の設計審査及び完成検査の適正な施行を図るこ
とを目的とする。 
 

２．定義 

   排水設備とは、下水道法第１０条第１項に「公共下水道の供用が開始された処理

区域内の土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他

の排水施設」と定義されている。 

   私人、法人が宅地、事業所、工場、官公庁等において、私費をもって公共下水道

を利用するために設置する排水管その他の排水施設を指すものである。 

   排水施設は、私有地内の施設でありその規模も一般に公共下水道より小さいがそ

の目的、役割は公共下水道と互いに補完し合うもので、両者が完備して初めて一体

として有効に機能する。したがって、公共下水道が整備、普及されたとしても、こ

れに対応した排水設備が設置され公共下水道に接続されなければ、下水道の目的効

用を達成されたとはいえない。 

   そこで、下水道では私人、法人に対して「排水設備の設置義務」（法第１０条第

１項）及び「水洗便所への改造義務」（法第１１条の３第１項）その他法的な規定

を設け期限を定め義務づけている。 

 
 

３．排水設備の範囲 

排水設備は、法第１０条第１項において、「その土地の下水を公共下水道に流入 

させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設」と規定しており、その排水設

備の範囲については、屋内排水管に固着する水洗便所の便器（タンクを含む）、洗面

器、流し、浴槽などの水受け容器及び床排水口（ストレーナを含む）の排水器具（総

称して「衛生器具」という。）から公共汚水ます（以下、「接続ます」という。）に至

るまでとし、｢トラップ」「通気管」「阻集器」「除害施設等」、排水槽を含み、浄化

槽を除くものとする。 

なお、洗濯機・冷蔵庫などの屋内排水管に固着してはならない機器類から出る汚水

を受ける排水管も汚水排水設備として取り扱うものとする。 
 
 
４．排水設備の設置等 

（１）排水設備設置義務者  

排水設備を設置しなければならない者は、法第１０条第１項により、次のとおり定

められている。 

１）建築物の敷地である土地にあっては、その建築物の所有者。 

 

※「建築物の敷地である土地」とは、建築物と一体となってその効用を保全する土

地をいい、具体的には建築基準法に基づく建築確認の際その対象となった土地

がその判断の重要な指針の一つになると考えられる。 
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２）建築物の敷地でない土地（次号の３）を除く。）にあっては、その土地の所有者。 

３）道路（道路法による「道路」をいう。）その他の公共施設（建築物を除く。）の敷

地である土地にあっては、その公共施設を管理するべき者。 

（２）排水設備の設置義務 

公共下水道が整備されると、法第９条第１項により、公共下水道管理者は、公共下

水道の供用開始の公示を行う。この公示に従って、法第１０条第１項により、排水区

域内の排水設備設置義務者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。 

※「遅滞なく」とは、特別の事情のない限り最も速やかにということで、具体的

には、時間的許容範囲として１年以内と判断される。だたし、正当な又は合理

的な理由に基づく遅滞は許されるとされている。 

しかし、正当な又は合理的な理由もなく、排水設備の設置義務を履行しないとき

は、公共下水道管理者は法第３８条により監督処分としての設置命令などを行

い、これに違反したときは法第４６条により罰則が適用される。 

（３）水洗便所への改造義務 

法第９条第１項による下水の処理開始の公示に伴って、法第１１条３第１項により、

処理区域内において、くみ取り便所が設けられている建築物を所有する者は、下水の

処理開始日から３年以内に、その便所を水洗便所（汚水管が公共下水道に連結された

ものに限る）に改造しなければならない。 

また、法第１１条３第３項により、建築物が近く除去され、又は移転される予定の

場合、あるいは水洗便所への改造に必要な資金の調達が困難な事情がある場合など、

相当な理由がある場合を除き、水洗化改造義務者が義務を履行しないときには、公共

下水道管理者はその者に対し、相当の期間を定めて、くみ取り便所を水洗便所に改造

すべきことを命ずることができる。この命令に違反したときは、法第４８条により罰

則が適用される。 

なお、処理区域内で建築基準法の適用を受ける建築物を新築・増改築する場合は、

建築基準法第３１条第１項により、設置する便所は水洗便所にすることが義務付けら

れ、また、違反したときは、同法第９９条により罰則が適用される。 

（４）浄化槽の公共下水道への接続義務 

法第９条第１項による下水の処理開始の公示に伴って、処理区域内において、浄化

槽が設けられている建築物を所有する者は、法第１０条１項により遅滞なく浄化槽か

らの汚水を公共下水道に排除する排水設備を設置しなければならない。この場合の実

施方法としては、当該浄化槽の維持管理を考慮し、浄化槽を廃止して公共下水道へ直

結することが望ましい。 

また、当該建築物が近く除去され、又は移転される予定である場合その他公共下水

道管理者がやむを得ない理由があると認めた場合を除き、接続義務者がその義務を履

行しないときには、公共下水道管理者は、その者に対し、相当の期間を定めて排水設

備の設置を命ずることができる。 

この命令に違反したときは、条例第２６条により罰則が適用される。 
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（５）排水設備の改築又は修繕等の義務者 

法第１０条第２項により、排水設備の改築又は修繕は、これを設置すべき者が行い、

その清掃その他の維持は当該土地の占有者が行わなければならない。ただし、公共施

設の敷地である土地にあっては、当該公共施設を管理すべき者が清掃その他の維持を

行わなければならない。 

※「これを設置すべき者」とは、排水設備の設置後において建築物又は土地の所有

者などが 交代することも考えられるため、排水設備の改築又は修繕の工事が生じ

た時の設置義務者とする。 

 

５．排水設備工事の実施者 

処理区域における排水設備の新設、増設、改築などの工事及び水洗便所への改造工事

（以下、「排水設備工事」という。）は、公共下水道の保全及び公衆衛生などの見地か

ら、法及び条例などの技術上の基準に適合しなければならない。 

この技術上の基準を確保するために、本市においては、条例第６条により、排水設備

工事の実施者は小野市排水設備指定工事店（以下、「指定工事店」という。）としなけ

ればならない。 

 

６．排水設備の計画確認 

処理区域において、排水設備工事を行う場合、公共下水道管理者に排水設備計画確認

申請書を提出して、その計画が法令などの技術上の基準に適合しているかどうかの確認

を受けなければならない。また、確認を受けた事項を変更する場合も同様とする。ただ

し、排水管の修繕又は便器の取替え、その他これらに類する軽微な排水設備工事を行う

ときは、この限りではない。 

この計画確認は、私法上の土地利用又は賃貸などの権利関係まで立ち入って確認する

ものではない。したがって、土地利用などの私法上の権利などはすべて申請者の責任に

おいて処理しなければならない。 

なお、排水設備設置義務者が、指定工事者などの他の者に排水設備に関する手続の事

務を委任した場合は、その内容を記した委任状を計画確認申請時に公共下水道管理者に

提出しなければならない。 

 

７．排水設備工事の実施及び現地確認等 

（１）排水設備工事の実施 

排水設備工事の施工は、排水設備計画確認証の交付を受けた後に行うものとし、また、

その工事が完成した場合、条例第５条により、設置義務者は、完成後５日以内に公共下

水道管理者に排水設備工事完了届を届け出なければならない。 

（２）排水設備の現地確認 

公共下水道管理者は、排水設備工事完了届を受理後、計画内容の現地照合及び汚水と

雨水の設備が別々に設置され、それぞれが公共下水道などに正しく接続されているかど

うかなどの現地確認を行う。 

なお、現地確認のために他人の土地や建物への立入りを行う者は、あらかじめその居

住者の承諾を得なければならない。 

（３）公共下水道の使用開始等の届出 

公共下水道の使用を開始、廃止、休止、又は再開する者は、条例第１５条により、公

共下水道管理者に公共下水道使用開始（休止・廃止・再開）届を提出しなければならな

い。 
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第２節 基本的事項 
 

 

§１－１ 排水設備の基本的要件 

排水設備は、土地や建物などからの下水を公共下水道に支障なく、衛生的に排除 

するとともに、公共下水道の機能などの保全に留意したものでなければならない。 
 

【解説】 

土地や建物などからの下水は、排水設備によって公共下水道に排除されるが、その構

造などに不備があれば、依然として下水が敷地内などで停滞して、その機能を十分に発

揮することができない。  

このため、排水設備は排除すべき下水を円滑かつ速やかに流下させるとともに、耐久・

耐震性を有し維持管理が容易な構造でなければならない。 

また、排水設備からの排水によって公共下水道の機能及び施設に障害を与えると、そ

の原因者だけの問題でなく、第三者にも公共下水道の使用制限という事態が発生する

場合もある。 

このため、排水設備は、公共下水道の機能などの保全に留意した適切な装置などを有

するものでなければならない。 

 

§１－２ 排水設備の種類 

排水設備の種類は、次のとおりとする。 

屋内排水設備 

宅地内排水設備 

屋外排水設備 

 

【解説】 

排水設備は、設置場所によって宅地内に設ける宅地内排水設備と、私道内に設ける

私道排水設備に分け、更に宅地内排水設備は、建物内に設置する屋内排水設備と建物

外に設置する屋外排水設備に分類する。 

（１）屋内排水設備 

屋内に設ける衛生器具から屋外の排水管又は汚水ますに至るまでの排水設備をい

う。 

（２）屋外排水設備 

屋外に設ける排水管渠又は汚水ますから公共ますに至るまでの排水設備を屋外排水

設備という。 

（３）私道排水設備 

宅地内排水設備と公共下水道などの間にあって、私道（道路法に規定する道路以外

の道路で、形態などが道路と認められるもの）に設ける排水設備で、２戸以上の複数

のものが共同で使用する排水設備を私道排水設備という。 

私道排水設備 
排水設備 
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図１－１ 公共下水道と排水設備 
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§１－３ 下水の種類 

下水には汚水と雨水とがあるが、各々を分類すると次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【解説】 

下水とは、法第２条において、「生活若しくは事業（耕作の事業を除く。）に起因し、

若しくは付随する廃水（以下、「汚水」という。）又は雨水をいう」と規定しているが、

下水を性状などで区分すると、汚水（し尿水）、雑排水、工場・事業場排水、降雨・雪

どけ水、地下水、湧水に分類することができる。 

排水設備には、汚水排水設備と雨水排水設備とがあるが、これらの設備で排出する下

水を例示すると次のとおりである。 

（１）汚水排水設備で排出する下水  

１）汚水（し尿水） 

大小便器及びこれと類似の用途をもつ器具から排出する水並びにそれを含んだ

排水すなわちし尿を含んだ排水。 

２）雑排水 

し尿を含んだ排水以外の排水で雨水及び工場・事業用排水を除いたものを雑排水

といい、次のようなものがある。 

① 台所（厨房）・風呂場・洗面所・洗濯場などからの排水 

② 屋外洗場などからの排水（周囲から雨水が流入しない構造とすること。） 

③ 冷却水 

④ プール排水 

⑤ 機械などの洗浄水  

３）工場・事業場排水 

工場、事業場の生産活動によって生じた排水で、これらの排水を公共下水道へ排

出するには、その水質によって汚水処理施設又は除害施設（以下、「除害施設等」

という。）を設置する必要があり、公共下水道管理者に届出なければならない。 

上記の汚水のうち、雨水と同程度以上に清浄なものについては、規則第７条によ

り、公共下水道管理者の許可を得て公共用水域（雨水管渠を含む）へ排出すること

ができる。 

ただし、この場合の水質は、水質汚濁防止法の排水基準に適合するものでなけれ

ばならず、違反行為があれば即時に許可を取消すことになる。 

  

汚水（し尿水） 

雑 排 水 

工場・事業場排水 

降雨・雪どけ水 

地下水 

湧水 

汚 水 

雨 水 

下 水 
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（２）雨水排水設備で側溝に排出する下水 

１）降雨・雪どけ水 

２）地下水 

地表に流れ出てくる土中水を地下水とし、石垣などから流出している土中水も地

下水として取扱う。 

３）湧水 

地下建造物内に浸入してくる土中水を湧水として取り扱う。なお、土壌が汚染

されており、水質汚濁防止法の排水基準に適合しない湧水は、除害施設を設け排水基

準に適合したことを確認した後、側溝に排水する。 
 
 
§１－４ 下水の排除方式等 

（１）排水設備における下水の排除方式は、分流式でなければならない。 

（２）下水の排水方式は、原則として自然流下方式によらなければならならない。 

（３）汚水・雨水・工場排水は、各々別系統で排水する。 
 

【解説】 

（１）について 

本市の公共下水道の排除方式は、分流式を採用している。 

（２）について 

下水の排水方式は、原則として自然流下方式とする。ただし、建築物の地下階など、

低位の下水を公共下水道へ自然流下方式で排出できない場合は、ポンプ排水設備を設

置して強制排水方式とすることができる。 

（３）について 

排水設備の排除方式は分流式であるので、汚水と雨水を各々別系統で排水しなけれ

ばならない。汚水は前述したように、汚水（し尿水）、雑排水、工場・事業場排水に

分けることができ、このうち、工場・事業場排水は、その操業の過程において使用さ

れる材料、薬品や生産される物質などの有害物質が混入しているおそれがあり、その

まま公共下水道へ排除すると、下水道施設の損傷、終末処理場の機能の低下、公共用

水域の汚濁などの原因となる。 

したがって、これらの物質を除去するために除害施設等を設けなければならない。 

排水設備の排水系統は次のとおり別系統で排水する。 

① 汚水（し尿水）・雑排水系統 

② 工場・事業場排水系統 

③ 雨水排水系統 

 

 

§１－５ ポンプ排水設備設置に伴う事前協議 

汚水ポンプ排水設備を新設又は改造する場合、設置者は排水槽の構造、排水ポンプ

の運転方法などについて公共下水道管理者と事前に協議しなければならない。 

また、協議した図書は、排水設備計画確認申請書に添付しなければならない。 

 

【解説】 

近年、市街地を中心に土地の高度利用から地下階を有する建築物が増え、地下階の下

水を排除するためのポンプ排水設備の設置数も年ごとに増加している。このような状況

下において、排水槽からの排水による悪臭発生（主として硫化水素）及び硫化水素と硫
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黄酸化細菌の関与による公共下水道（管路施設）の腐食事例が多く発生している。 

この悪臭などの問題を解消するために、本市においてはポンプ排水設備を新設又は改

造する場合には、設置者は排水設備工事の計画又は設計時に次の事項について公共下水 

道管理者と事前に協議するものとしている。 

（１）協議すべき事項 

１）ばっ気装置設置の有無 

２）排水槽の構造 

３）ポンプの種別・口径・能力・台数 

４）ポンプ運転水位（停止及び起動）及び容量 

５）ポンプ運転制御方式 

６）通気装置 

７）その他の硫化水素発生抑制対策 

（２）協議に必要な資料 

１）排水槽に流入させる下水の種類及び建築物の用途 

２）計画下水量の算定計算書 

３）排水槽の容量計算書 

（停止水位容量、起動水位容量、警戒警報水位容量、有効容量等） 

４）給排水設備計画図面一式 

５）排水槽の詳細図（平面図、断面図 縮尺１/２０以上） 

※ ポンプを設置した状態及びポンプの停止水位、起動水位などを記入すること。 

６）ポンプ及び操作盤などの選定資料（カタログなど） 

７）その他ポンプ排水設備設計に必要な資料 

 

 

§１－６ ディスポーザ設置について 

ディスポーザ（単体）を設置し、その粉砕物を公共下水道に排除してはならない。 
 

【解説】 

（１）について 

家庭の台所や厨房から発生する生ごみ等を破砕し、そのまま下水道に流せるディス

ポーザは、居住部分等での悪臭や害虫の発生を防ぎ、ごみ出しの手間が軽減されるな

ど便利なものであるが本市の公共下水道においては、生ごみを受入れることを前提と

した整備が行われていないため、ディスポーザを単体で使用しないこととなっている。 

（ディスポーザ単独での使用によって考えられる問題） 

①通常の下水の他に生ごみ等が流入すると下水処理場では汚泥発生量が増加するた

め、処理施設の増強が必要となる。 

②野菜くずなどが汚水管渠に沈殿、堆積し、腐敗臭が発生するため、清掃などの維

持管理に多大な労力が必要となる。 

③汚水管渠は生ごみなどの流入を想定して管径を決定していないため、生ごみなど

が流入すると汚水管渠の容量不足が生じ、管径を大きくするなどの改良工事が必

要となる。 
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第３節 設計一般 
 

 

§１－７ 一般事項 

設計にあたっては、関係法令などに定められている技術上の基準に従い、施工、維

持管理及び経済性を十分に考慮し、適切な排水機能を備えた設備となるように留意す

る。 
 
【解説】 

排水設備は、公共下水道管理者以外のものが、公共下水道を利用するために、設ける

ものであり、排水設備の設計、施工、維持管理は、私人又は特定の団体などが行うもの

である。その構造機能が適正でないと公共下水道の機能保持、地域の環境保全、公共用

水域の水質保全などの多方面にわたって悪影響をおよぼす。 

このため下水道法をはじめとする各種法令、条例その他で、排水設備の設置及び構造

について規定しており、これらを遵守して設計することが厳しく求められている。 

また、その施工や維持管理は、建物の構造及び敷地上の制約をうけることが多く、こ

れらに十分な配慮がなされていないと、計画そのものが適切であっても、施工や維持管

理面で設計の意図が反映されず、設置後、排水設備としての機能の確保が困難となるこ

ともある。このため設計にあたっては、これら種々の点に十分に配慮し、現場の状況、

下水の水質や水量などの調査検討を入念に行い、適切な構造、機能を有し、施工や維持

管理が容易で、最も経済的な設備となるようにしなければならない。 

設計は通常、次の手順で行う。 

①事前調査 ⇒②測量 ⇒③排除方式の確認⇒ ④配管経路の測定⇒  

⑤排水管、ます等の決定 ⇒⑥施工方法の選定⇒ ⑦設計図の作成  ⇒⑧数量計算⇒     

⑨工事費の算定 
 
 

§１－８ 事前調査 

排水設備の設計に際しては、次の各項を事前に調査し確認する。 

（１）供用開始の公示の有無 

（２）敷地周辺の道路種別 

（３）敷地境界及び土地所有者の確認 

（４）既設排水設備の有無 

（５）工場・事業場排水等の水質、水量等 

（６）接続ます及び公共雨水排水施設の位置、深さ等 

（７）敷地の形状、起伏 

（８）建物の位置、用途、構造 

（９）既設埋設物の有無 

（１０）将来計画 

 

【解説】 

（１）について 

法第９条において、公共下水道管理者は予め供用を開始すべき年月日（下水の処理

を開始すべき年月日）、下水を排除すべき区域（下水を処理すべき区域）などを公示す

るのでこれを調査し確認する。 

（２）について 

敷地周辺の道路又は通路が公道として認定されているか、それとも私道なのか、調

査し確認する。 
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（３）について 

排水設備の設置に関して、他人の土地の無断使用による紛争の発生事例が多い。排

水設備の設計に際しては、敷地境界を確認するとともに設置箇所の土地所有者の確認

を行う。 

また、次のような場合は、後年のトラブルの発生を無くすためにも、当該土地の所

有者、排水設備または排水施設の所有者の同意書を得る必要がある。 

① 他人所有の土地または建物に排水設備を設ける場合 

② 他人が設置した排水設備に接続する場合 

③ 共同で排水設備を使用する場合の維持管理の取り決め 

（４）について 

既設の排水設備が利用できるか、その排水系統、構造などを竣工図または現地で調 

査する。 

条例第５条第１項の検査を受けていない既設の排水施設を使用しようとする者は、 

市長の認定を受けなければならない。 

（５）について 

工場・事業場排水については、水質、水量を十分調査し、公共下水道へ排出できる

水質基準値以下であるかどうか確認する。（第５章「除害施設等」参照） 

（６）について 

・接続ます（公共汚水ます）及び取付管の設置状況について調査を行う。 

・設置されていない場合は、公共汚水本管の位置、深さなどについて調査する。 

・調査方法は、現地調査及び公共下水道台帳による閲覧調査による。  

（７）について 

敷地の形状、起伏、段差などを調査し、管渠のルート及び縦断形を決定する。 

（８）について 

建物の位置、用途、構造、衛生器具を調査し、排水系統、配管位置など、適切な

排水設備の設置を行う。 

（９）について 

敷地内あるいは私道内のガス、水道などの埋設管を調査し、万一支障となる場合

は各埋設物管理者と協議し、移設などの処置をとる。 

（１０）について 

将来、建物の増改築などの計画がある場合は、十分考慮して管径及びルートを決

定し、後日布設替えなどの問題が生じないようにする。 

 
 

§１－９ 測量と見取り図 

設計に先だって必要に応じ各種測量を行い、事前調査の結果とあわせて見取図を作

成する。 

 

【解説】 

水準測量、その他必要に応じ縦横断測量、平板測量などの各種測量を行い、事前調査

の結果と合わせて見取図を作成する。見取図には、建物の位置、公・私道、隣地との

境界、既設の接続ます、その他在来の排水設備、庭・路地・雨どいなどの雨水排水を書

き入れる。 

屋内については、便所・台所などの間仕切りを書き入れ、同時に衛生器具その他排水

口の位置をスケッチする。使用器具の名称・形質ももれなく書きこむ。場合によっては、

建築確認申請書を参照する。 
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なお、不規則な建物の密集地帯、高低差の著しい土地、見通しのきかない場所がある

場合は後述するように平面図、縦断図を作成しなければならない。 

また、排水設備を設ける場所を示す案内図（付近見取図）もあわせて作成する。案内

図は誰でも迷わずその場所に行けるように付近の主な目標を明示する。 
 
 

§１－１０ 設計図書 

設計図書は、設計図面及び仕様書で構成する。 

 

【解説】 

設計図書は、設計の意図を示し、施工の基本となるものであり、また仕様書は図面で

は表現しにくい事柄を表現したものである。この両者を総称して設計図書という。以

下、設計図書の作成方法について述べる。 

（１）設計図面 

設計図面の構成は表１－１を標準とする。 

 

表１－１ 設計図面の構成 

 

図 面 の 名 称 縮 尺 

（１）付近見取図 1/1,000～1/2,500 

（２）配置図（屋外配管図） 1/50～1/200 

（３）機器表・器具表 － 

（４）配管系統図 － 

（５）各階平面図 1/50～1/200 

（６）部分詳細図（便所･洗面所･浴室･厨房･機械室･パイプシャフト配管図）

図） 
1/50～1/20 

（７）構造詳細図（阻集器・排水槽・除害施設等・その他） 1/50～1/20 

（８）縦横断面図 縦 1/50 

 横 1/100～1/500 

（９）その他 － 

 

１）付近見取図（図１－３参照）  

市販されている市街地図などを参考に 

し、方位の北は紙面の上方向とする。 

また、付近の目標物及び隣接の建築物 

名あるいは住宅名を記入し、施工場所を 

明記する。 

２）配置図（図１－４参照） 

配置図（屋外配管図）の縮尺は原則と

して１/１００とする。 

ただし、敷地面積又は建築物が相当大き

く１/１００では１枚に納まらない場合は、

全体がわかるような縮尺で配置図を作成し、

詳細部については 1/１００で図示する。 

また、１戸建住宅などの建物は、１/５０以下が望ましい。なお、できるかぎり１

階の屋内平面図を含めて描く。 

図１－３ 付近見取図（例） 
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３）機器表・器具表 

衛生器具・阻集器・ポンプ設備・制御計装・除害施設等の種類、規格、数量などを明

示する。 

４）配管系統図（図１－５参照）  

排水設備用設計図面は、平面図だけの図面表示だけでは十分とは言えず、システムの

機能と流れを理解するためには系統図が是非とも必要で、平面図とともに常に表裏一体

の重要な役割を果たすものである。系統図は、一般に非縮尺で描き、システムの流れを

明示するためできるだけわかりやすく上下、左右の関係配管を示す。立て管のオフセッ

トは省略せず、オフセットに伴う逃し通気管などを描き落とすことなく確実に明記する。 

５・６）各階平面図及び部分詳細図  

各階平面図の縮尺は１/５０～１/２００とする。ただし、便所、洗面所などの複雑な

箇所は部分詳細図を作成する。  

７）構造詳細図 

規格品又は汎用されている二次製品については、省略してもよいが、これら以外の特

殊な設備を必要とする場合は、平面図、断面図、詳細図を作成する。 

また、阻集器・排水槽・除害施設等の設備を設ける場合は、構造図の他に容量計算書

なども作成する。 

８）縦横断面図（図１－６参照）  

不規則な建物の密集地帯、高低の著しい土地など平面図だけでは全体の配管状態が

把握しにくい場合や、こう配がとりにくい場合あるいは他の地下埋設物との交差のあ

る私道排水設備の場合は縦横断面図を作成する。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１－４ 配 置 図(例) 
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図１－５ 配管系統図（例） 
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図１－６ 縦横断面図（例） 



 

 

§１－１１ 設計図凡例 

設計図は、排水設備の縮小姿図であるから、それに用いる記号も簡単かつ明瞭で、

誤りが生じないような記号を用いる。 

 

【解説】 

設計図に記入する線種・ます等の記号は表１－２～表１－４によることを原則とす

る。境界線、建物外周、間仕切り及び寸法線は細線、排水設備は太線とする。なお、

本指針に明記されていないものはＳＨＡＳＥ－Ｓ００１に準ずる。 
 
 

表１－２ 線種及び色別 
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表１－３設計図凡例 
（参考 SHASE-S001：空気調和・衛生工学会） 
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表１－４設計図凡例（小口径ます「汚水」記号） 
（参考 JSWAS K-7：日本下水道協会） 

  
１. 【 】は、必ず使用する箇所を示す。 

２. 小口径ますの表示方法 
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第４節 材料及び器具 
 

§１－１２ 材料及び器具の選定 

材料及び器具は、次の各項を考慮して選定する。 

（１）長期の使用に耐えるものとする。 

（２）維持管理が容易であるものとする。 

（３）環境に適合したものとする。 

（４）原則として規格品を用いる。 

（５）一度使用したものは原則として再使用しない。 

 

【解説】 

排水設備に使用する材料及び器具は、設備の長期間にわたる機能の確保という見地か

ら選定することが必要であり、合わせて、それらの施工性、経済性及び安全性について

配慮しなければならない。 

（１）について 

一般に、排水設備は半永久的に使用するものであるから、材料及び器具は、水質、

水圧、水温、外気温その他に対して材質が変化せず、かつ、強度が十分にあって、長

期の使用に耐えるものでなければならない。 

（２）について 

排水設備は、清掃などの維持管理が容易なことが重要である。また、設備の保全の

面から定期的な部品の交換を行うことも必要であり、ときには事故などのために部品

の取替えを行うこともある。したがって、材料及び器具の選定にあたっては部品の速

やかな調達、他の部品との互換性などについても配慮する必要がある。 

（３）について 

材料及び器具の機能が、いかに優れていても、それを使用する場所の環境に適応し

ていなければ、その機能を十分に発揮することができない。特に水中や湿気の多い環

境で使用されたり、地中に埋設されたりするため、使用する場所の環境に対して十分

に配慮する必要がある。 

（４）について 

材料及び器具は、経済性、安全性、品質の安定性、互換性その他を考慮すると、 

日本工業規格（ＪＩＳ）、日本水道協会規格（ＪＷＷＡ）、日本下水道協会規（ＪＳ

ＷＡＳ）、空気調和・衛生工学会規格（ＳＨＡＳＥ)などの規格のあるものを使用す

ることが望ましい。規格のないものについては、形状、材質、寸法、強度などが目的

に十分に適応することを確認して選定する必要がある。 

（５）について 

一度使用した材料及び器具は、材質や強度について、的確な判断が困難であるので

再使用しない。やむを得ず、再使用するときは、機能上及び維持管理上支障のないこ

とを確認する。 
 
 

排水設備で一般的に使用される管及び継手の規格などについて、表１－５に参考とし

て示す。 
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表１－５管及び継手一覧表（参考） 

管種 名 称 規 格 備 考 

 

鋳

鉄

管 

排水用鋳鉄管 JIS G 5525 1種、2種 

メカニカル形排水鋳鉄管 HASS 210 
ダクタイル鋳鉄管 JIS G 5526 
ダクタイル鋳鉄異形管 JIS G 5527 
ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング JIS A 5314 
下水用ダクタイル鋳鉄管 JSWAS G－1 

鋼 

管 

水道管用亜鉛めっき鋼管 JIS G 3442 白管(亜鉛めっき) 

配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3452  

ねじ込み式排水管継手 JIS B 2303  

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 JIS B 2301  

排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管 WSP 032  

排水鋼管用可とう継手 MDJ 002 コーティング鋼管用 

排水用塩化ビニルライニング鋼管（DVLP） 

鉛
管 

一般工業用鉛及び鉛合金管 

排水・通気用鉛管 

JIS H 4311 

SHASE－S203 

1種、2種 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
管 

硬質塩化ビニル管（一般管） JIS K 6741 1.0 MPa管(VP) 

硬質塩化ビニル管（薄肉管） JIS K 6741 0.6 MPa管(VU) 

下水道用硬質塩化ビニル管 JSWAS K－1 

下水道用高剛性硬質塩化ビニル管 JSWAS K－5 

下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K－13 

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 JIS K 6743 

排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手（VP用） JIS K 6739 

屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手（VU用） AS 38 

硬質塩化ビニル雨どい JIS A 5706 

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
管 

無筋コンクリート管及び鉄筋コンクリート管 JIS A 5302 外圧管：内圧管 

遠心力鉄筋コンクリート管 JIS A 5303 

遠心力鉄筋コンクリート管用異形管 JIS A 5303 

コア式プレストレスコンクリート管 JIS A 5333 

下水道用鉄筋コンクリート管 JSWAS A－1 

下水道用鉄筋コンクリート卵形管 JSWAS A－5 

複
合
管 

排水・通気用耐火二層管 FDPS－1  

強化プラスチック複合管 JIS A 5350 

下水道用強化プラスチック複合管 JSWAS K2 

既
製
側
溝 

コンクリートＬ形及び鉄筋コンクリートＬ形 

鉄筋コンクリートＵ形 

JIS A 5306 

JIS A 5305 

 

注 SHASE ：空気調和・衛生工学会規格 

JSWAS ：日本下水道協会規格 WSP：日本水道鋼管協会規格 JIS：日本工業会規格 

MDJ   ：排水鋼管継手工業会規格 

FDPS  ：耐火二層管協会規格 

AS    ：塩化ビニル管継手協会 
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